
R7.1.7 部長会議資料
総務部職員課

組織・機構の見直し（素案）について

内部協議事項につき取扱注意

効率的かつ機能的な行政組織の構築を図るため、組織・機構の見直しを行う。

現 行 改 革 案 改 革 の 内 容 ・ 理 由

 公共施設の長寿命化を主体として、公共施設
マネジメントの推進体制が確保できている中
で、民間資金を活用した施設整備やまちづく
りを推進していく必要があることから、公有
財産活用グループを廃止し、総務部の部内局
として公民連携推進局を設置する。

 公共施設マネジメント推進課を廃止し、公民
連携推進局にチーム制をとり、施設マネジメ
ントチーム及び民間活用推進チームを設置す
る。

 公有財産活用グループの廃止に伴い、管財課
を総務部配下に移管する。

 公民連携推進局と管財課が連携し、引き続き
公有財産の活用を図る。
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１ 令和７年４月１日付け組織・機構の見直し

(1) 総務部

• 公有財産活用グループを廃止し、公民連携推進局を設置。その配下に施設マネジメントチーム及び民間活用
推進チームを設置
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・公共施設総合管理計画の進捗管理
・民間資金を活用した施設整備やまちづくりの推進



現 行 改 革 案 改 革 の 内 容 ・ 理 由

 令和７年度の盛土規制法の運用開始にあた
り、開発許可制度との一体的で効率的な規
制を実施するため、盛土規制対策準備室を
開発盛土対策室に改称する。
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（３）上下水道局

• 広域連携室の新設

現 行 改 革 案 改 革 の 内 容 ・ 理 由

 上田長野地域水道事業広域化に向けた本市
の取組を集中的に進めるため、上下水道局
総務課に広域連携室を設置する。
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２ 今後のスケジュール

１月７日（火） 部長会議 改正案について提示

１月27日（月） 部長会議 組織の決定

１月31日（金） 政策説明会 令和７年度の組織・機構の見直しについて説明

２月４日（火） 報道発表、庁内周知（予定）
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• 盛土規制対策準備室の開発盛土対策室への改称


